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は じめ に

「近畿大学の学生の人権に関す る意識を把握 し、人権意識の さらなる向上を

達成するために、より有効な教育活動 ・啓発活動 ・研究活動等の推進 を図るた

めの基礎 資料を うることを目的」として、2009年9月 、本学人権問題研究所は、

「2009年 度近畿大学学生の人権意識調査」を実施 した。調査項 目には、これま

でに学校で、同和教育 ・部落問題についての学習 を受 けたことがあるか、それ

はどのよ うな内容だったか、 これまでに受 けた同和教育で強 く印象に残 ったの

はどんな ことか、な ど、同和教育 と学生の人権意識 とのかかわ りを尋ねる項 目

も含 まれ ている。

本稿では、大学における同和教育が どの ような歴史的背景のもとで開始 され

蓄積 されてきたのかを、『部落解放』『部落解放 と大学教育』『解放教育』のバ ッ

クナンバー と関係者たちへのイ ンタビューをもとに概観す るとともに、そ こか

ら見えてくる今後の研究の課題 を提起す る。

なお、本学が人権問題 に取 り組むに至った経緯 については、奥田均が、本学

人権問題研究所紀要にま とめている。

部 落 解 放 運 動 の 発 展

1950年 代か ら60年 代 にかけて、学校現場では、長欠 ・不就学の子 どもたち

の教育権保 障を求 めた運動が制度確立をもたらしていた。高知県では、長欠 ・

不就学問題対策 としての福祉教員が1950年 度から正式に配置 された。その実践
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記録 として、高知市福祉部会は、1954年 に、『き ょうも机にあの子がいない』

を発刊 した。また、京都 ・大阪 ・高知で展開された教科書無償闘争 は、1963年 、

「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関す る法律」制定に至った。 さら

に、大阪 ・奈良 ・京都な どの自治体では国に先駆 けて奨学金制度が導入 されて

いた。部落解放国策樹 立要請全国代表者会議は、1958年 、奨学金制度の改善拡

充と被差別部落の生徒 ・学生を対象 とした奨学金制度の設置を要求。文部省 は、

地方 自治体が実施 している奨学金制度 を補助するかたちで、高等学校等進学奨

励費補助事業を1966年 に開始、1974年 には、同和対策大学奨学金に国庫補助

を開始 した。また、同省は、1969年 に、同和加配措置 を開始す ることになった。

オール ロマンス事件、和歌山県にお ける西川県会議員事件、吉和中学校事件

の三大闘争にみ られ る行政闘争によって、文部省 は、1952年 、教員養成学部を

置 く国公立大学長お よび都道府 県教育委員会に対 して、「同和教育について」の

次官通達を出 し、1953年 に結成 された全国同和教育研究協議会は、第一回研究

集会において、教員養成大学の講座設置を要求 している。 また、1961年 、部落

解放要求貫徹請願運動全国委員会が文部省に対 し、国立大学における同和教育

についての必須単位の設置 を要望 し、1965年 の同和対策審議会答 申では、 「教

員養成学部を置 く学校においては、教員 となるものに対 し、同和問題に関 し理

解を深めるよ う特別の措置 を講ずること」と明記 されている。「同対審」答 申完

全要求部落解放中央国民大行動 においても、1967年 、教員養成学部を置 く大学

その他の大学 において、部落問題 に関す る認識 と理解を深める特別の教育措置

を講ずることを文部省に要求 している。

部落解放運動による大学への要求も行われていく。1969年 に大阪市立大学で

教員 による差別事件が起 きた際、部落解放同盟大阪府連合会 は、以下のような

8項 目の要求 を行 っている。①同和問題委員会の権限 ・機能の強化、②部落問

題論の充実 と受講体制 の保障、③教員になるものは、部落問題論 を必修単位 に

すること、教職 単位 の中に部落問題論を含めること、④学生教職員に対する啓
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発、⑤部落研活動への援助 、⑥部落問題研究室設置、市民への啓発、⑦大阪市

の部落解放総合計画への協力、⑧10ヶ 年計画 を各学部において提示。

また、差別事件 を起 こ した大学の うち、関西の8つ の大学 は、1978年 に統一

交渉を行った際、①大学の社会的責任の 自覚、②部落解放 に貢献する大学づ く

り、③部落解放運動への協力の具体的方向の明確化、④ 「同和教育論」の教職

課程必修化、を提言 している。

このように、部落解放運動か らの働きかけもあ り、1970年 代に入 ると、大学

における同和教育推進の制度化 と、部落解放運動 との連携が急速に進 められる

よ うになる。

1984年 に出 された地域改善対策協議会の意見具申は、「大学等の高等教育に

おいて も、それまでの同和教育の成果を更に確実なもの として社会に巣立って

いけるよ う、同和問題 を含 め人権意識の高揚のための特別の配慮が必要である」

とし、1991年 の意見具申は、「同和教育については、特 に大学 において人権教

育の普及 ・充実を図ることが望まれ る」 としている。

学 生 か らの 同 和 教 育 開 講 の 要 求

大学において同和教育の講座 が開始 されるようになった大きなきっか けは、

学内にお ける差別事件 と教員 による差別発言 を抗議 した学生たちか らの要求で

あった。筆者 が目にした最初の大学に対す る申 し入れは、1950年 に、京都学芸

大学の卒業生が被差別部落を校 区に含む小学校 に赴任す ることを拒否 したのを

受 けて部落解放全国委員会京都府連合会が、京都市教育委員会な らびに大学に

対 し、同和教育についての強い反省を要望 したものである。

1960年 代 に入 ると、差別落書きや教員による差別事件 が続発 し、そ うした 「差

別事件 を契機 に、部落解放同盟 あるいは学生か らの抗議があ り、 当局側はそれ

までの 「お くれ」や 「誤 り」を 「自己批判」 し、一定の所信表明か らは じまっ

て、カ リキュラムや行政 ・研究機関の新設な どの 「改革」 に進む」 とい う過程
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が明確になってい く。差別事件については、部落解放運動の高揚や同和行政の

一定の前進 とも同時並行的に多発 している。1970年 代後半にも、大学当局によ

る部落地名総鑑購入事件 を含 め、差別事件があいっいで起 きる。

大阪市立大学で も、1961年 に家政学部学生への差別事件が発覚。すでに学内

においては部落問題に取 り組むサー クルが学生によって組織 され てお り、それ

ら学生か らの働 きかけにより、差別事件対策委員会が立 ち上げ られ、後 に同和

問題委員会設置へ と至 った。学内において、オ リジナルのテキス トを用いなが

ら部落問題 についてすでに教鞭 を とっていた原田伴彦 など、部落問題 を指導す

る教員がいた ことも大きかった。1966年 には、部落問題講座設置要求運動が学

生による部落問題研究会 を中心に起きる。そ うした中、1968年 に教員による差

別発言 も起 き、部落史、解放運動史、部落の現状や同和行政な どの内容を盛 り

込んだ部落問題に関する講座が一般教養課程で開講。ユ970年 には、部落産業論

や同和教育論、地域福祉論な どが専門教育課程 として開講 され 、同年、 日本で

最初 となる同和問題担当専任教員2名 が配置 された。差別事件が契機 とな り、

委員会や研究室の設置、講座やカ リキュラムの開設 といった制度化 のプ ロセス

は、その後多くの大学のモデル となっていった。

最初の大学 における学生研 究サークルは、1950年 の龍谷大学樹徳寮での部落

問題研 究会発足にさかのぼ り、その後、続々 と研 究会ができてい く。また、1953

年に、大阪教育大学の学生 自治会が同和教育を含 む新規開講を要求するが、他

大学 においても学生 自治会が同和教育講座の開講を要求 していくよ うになる。

1959年 には、全国学生部落問題研究会連絡協議会が結成 されて、京都で第一回

ゼ ミナールが開催 されてい る。

1970年 に関西大学で結成 され た部落解放研究会 は、「大学 は誰 のために、何

を教育研究す るのか」 と差別事件 を追及 しなが ら、差別的な教育研究体制 と闘

い、また、教育現場において解放教育を担 う教員 の育成 も視野に入れ、解放教

育の体制確立 をめざす闘いをかかげ、学長等への公開質問状の提出、クラス討
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論や全学集会の開催、 自主ゼ ミ実行委員会の結成な どを行っていった。

このよ うに、差別事件を契機 とした学生たちの働 きか けは、大学のシステム

づくりやカ リキュラムづ くりを推進す る力 となっていった。奨学金制度が整備

されてい くなかで被差別部落出身者 の進学率が上昇 したことも、差別 を明 らか

にする主体の変化が大学における差別事件 を摘発するよ うになった として指摘

されている。学生たちによる研究会は、学内においては、解放教育の確立のみ

な らず、被差別部落出身学生の人権 ・教育権 ・生活権保障をも求めていき、学

外 においては部落解放子 ども会活動への参加な ども行 うようになっていった。

学生たちの活動の 「三本柱」は、「学習会活動、学内活動、地域の解放運動への

参加」であった。関東の大学における部落解放研究会には、「学費値上げは、差

別に よって貧困を余儀な くさせ られている部落出身者 を排 除するもの」だ とし

て、学費値上げ反対闘争 を展開 していったところもあった。

こうした学生たちの大学 に対す る働 きかけは、教育実習のあ りようをも変え

ていった。1968年 から学生による同和教育 自主講座運動が行われていた大阪教

育大学では、教育学科の一学生が、大学が指定 した教育実習校を辞退 し、同和

教育推進校で 自主的な教育実習を行ったことに端を発 し、1970年 、全学科クラ

ス連絡会議 を中心に、同和教育推進校にお ける教育実習の単位認定や制度化を

勝ち取 る闘い としての 「自主実習」闘争を展開。付属、一部の協力校や出身校

に限定 された指定校制度に反対 して、1971年 に同和教育推進校実習組合が結成

された。「部落を校区に持つ学校への教育実習を希望す る4回 生で組織 され、将

来 自らが解放教育の推進 を担い うる資質を確保す るため、実習制度 の改革 を目

指 して運動を展開 した」。1974年 、大阪教育大学は、国立大学で初 となる同和

教育研究センター を専任教員2名 配置(1980年 か ら3人)の 上で、同和教育に

関す る、研究、カ リキュラム案の編成、学生の研究指導を行 うために発足 した。

学校現場にお ける長欠 ・不就学問題 、学力保障 ・進路保障 としての奨学金制

度、就職差別 の現実と就労保障に取 り組む中で獲得 された全国統一応募用紙、
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親の就労保障 と連携 した同和保育所設置の動 きな どに見 られ る部落解放運動 の

発展は、同和教育や同和保 育を担 う教員や保育士、被差別部落の子 どもたちに

かかわる教員や保育士の養成 を要求することへ とっながっていった。学生たち

か らは、教員や保育士になれ ば現場で同和教育や同和保育を実践す るようにな

るため、また、教職員 の採用試験に部落問題 が出題 され るが学んでいないため、

部落問題や同和教育に関する講義を してほしい とい う要求が出され るようにな

る。女子大学や短期大学で同和保育の講座が次々 と開講 され るようになったの

は、こういった背景か らだ と考え られる。1970年 代前半には、小中学校の社会

科の教科書に部落差別についての記述が掲載 され るよ うにもなっていた。また、

た とえば、神戸大学教育学部 には、1958年 、同和教育論が設置 され るが、神戸

市教育委員会の教員採用テス トに部落問題が出たのが契機 の一つになった。 さ

らには、「あんな先生になりたい」とい う思いをはばむ実習制度の壁 を突き破 っ

ていったのも学生たちであった。

しか し一方で、学生たちが学外 の運動体の組織論やイデオロギー にふ りまわ

されていた部分も否 めず、学生の主体性 と運動 との関係性 に対す る疑問も残る。

講 義 の 位 置 づ け

同和教育に関する授業科 目の開設状況については、文部省、部落解放研究所、

全国大学部落解放研 究協議会、全 国大学同和教育研究協議会 などが これまでに

何度か調査 を行 っている。大阪教育大学の盛田嘉徳 たちの努力によ り、1954年

に、大阪社会事業短期大学が、「同和問題」の科 目を設置。その後、同和教育に

関する授業科 目の開講年度は、同和対策事業特別措置法が制定された1969年 か

ら1978年 に集中しているが、特徴 として、一般教育科 目としての部落問題論 と

専門科 目の大半を占める教職科 目としての同和教育論 に大別 され る。 専門科 目

として開講 している大学の中には、学部や学科の教育内容 とも直接かかわって、

経済学、法学、政治学な どでの開講が行われていた ところもあった。
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講義の位置づけについては、教職課程だけで、同和教育がカ リキュラム全体

に広が りを持たなかった点や、専門の一領域での研究課題 として しま うと、研

究のための研究にな りかねないため、すべての学生が学べるよう、総合科 目の

中に教養 として位置づ けられてきたことが逆に、専門性を高めることにっなが

らなかった点などが指摘 されている。一方、同和教育に関する授業の開講 を一

般教育改革の突破 口としてとらえた り、一般教育 と専門教育をつな ぐ人権教育

が一般教育のアイデ ンティティを問い直すであろ うととらえた り、人権教育を

一般教育の核 として とらえた りする視覚の重要性 が提起 されて もいる。

また、国立の教員養成大学や教育学部では同和教育専任教員のポス トが 「学

校教育」分野でな く、「社会教育(同 和教育)」 として位置づけ られ たことによ

り、当該教員が学内で周縁化 ・孤立 し人事の推,≫母体にもな りえず、系統的な

カ リキュラムもっ くりえなかった との問題点 も指摘 されている。

大学によっては、大学の教員、学生、運動体の三者 で、授業の運営委員会 を

もち、具体的な運営にあたっていた ところもあれば、上述 したように、1969年

を境に授業開講が増加す る中で、授業を担当する教員がいないために、一人の

担当者 に任せて しまっていたところもある。同和教育関連の講義が学内でいか

なる位置づけを持 っていたのか、担当教員 はいかに位置づけられていたのか、

運営のあ り方は どうだったのか、な どについての検証が必要であると考え られ

る。

運 動 と して の 同 和 教 育 、 同 和 教 育 の 研 究

同和教育を、研 究することや教育す ることのあ りよ うについて もさま ざまな

意見が出されている。た とえば、 「同和教育の授業は知的学習をね らうべきか、

教育の実践指導 をねら うべ きか」、「運動 と教育 との連携をはか りながらもいか

に分離 し、 自立性 を持つべきか」、「研究 と実践 とのかかわ りをいかに考えるべ

きであり、いかに実践に引きつけて研究 を発展 させ るべきか」、「運動 としての

一77一



一ピ塞、u糊

人権問題研究所

同和教育 と社会科学 としての実態調査の関係性 をいかに考えるか」、 「運動が先

行 して実施 されて きた大学の同和教育の歴史性 をふまえた うえでの研究者 の主

体性や、運動論 に振 り回 されない研 究者 としての主体性はいかにあるべきか」、

「同和教育の理論化 と方法論の構築はいかにあるべきか」、な どの意見や議論の

背景には、同和教育が有す る研究 ・教育 ・運動の トライアングル構造の重要性

とともに困難 さが見いだせ るし、また、研究者 ・教育者 ・運動家 としての各 自

の葛藤 も垣間見ることができる。教育現場 における優れた実践 を学ぶ意義 を十

分理解 しなが らも、大学 としての同和教育のあ り方や大学 としての主体性が問

われ続 けてきた。

そ して、そこか ら重大な課題 も見えて くる。 同和教育推進のための全学的な

組織の位置づけや講座の位置づけの制度化 とも関連 して くる課題であるが、同

和教育や部落問題を学問 として研究す る研究者 の育成 とい う課題である。 同和

教育推進 のためのセ ンターや室が設置 されていったが、他学部や他 の専門領域

における教員 との連携が難 しく孤立 させ られて しまっている場合や、ゼ ミ指導

や院生指導ができない位置づけにされている大学 もある。同和教育関連の授業

担 当は、圧倒的に学外の非常勤教員 に担わされていた。加 えて、博士課程 に同

和教育を専門で指導できる教員がいなかった り、学問体系 として構築 されてい

ないために部落問題 を専攻する研究者のポス トが継承 されなかった りもしてい

る。大学において同和教育 を制度化 していったことの意味を改 めて問い直す必

要があるように思 う。

また、women'sstudiesやgenderstudies、blackstudiesやethnicstudies、

minoritystudies、 あるいはdisabilitystudiesの ように、マイ ノリティ当事

者が 自分 の体験や意識 、そ してアイデ ンテ ィテ ィを言語化 し、 自らを対象化 し

た り客体化 した りしなが ら、当事者 自らによってマイ ノリティの研究や教育を

構築 していき、理論化 と実践を行っていく中で、既存の学問や思想 における 「知」

の体系そのものを問い、科学や真理 の批判的再構築 をめざしていく場や機会が、
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部落問題に関しては不十分だったのではないかと思える。

部落解放運動や学生たちによって部落問題の視点から大学に投げかけられて

きた問題は、社会に存在する差別からの解放に関する研究と教育の不在であり、

大学の既存の研究や教育活動の差別性であった。社会の課題とは無縁の学問と

は誰のための学問なのか、と社会問題に目を閉ざした大学への抗議であった。

そのため、同和教育関連の授業を特定科目に任せて、他の研究や教育内容はそ

のままということではなく、それぞれの科 目の構成の再検討をせまるものであ

った。

部落問題にっいては、歴史学や社会学、教育学の分野において独 自に取 り組

んできた研究者たちによる一定の研究の蓄積があったが、それ以外の専門分野

にも部落問題をとり入れていくための、学際的総合的共同研究体制の確立、大

学における研究活動の充実、部落問題を専攻する研究者や教員の養成、部落問

題を研究していく学会の設立、部落問題に関する独立 した学問体系の構築など

の必要性についてはかねてより指摘 されていた。一方で、同和教育や部落問題

に関する授業は民衆に開かれるべきだというような意見も出され、その是非が

議論されている。

同和教育担当者や同和教育関連の講座が学内で位置づけられてきたその形態

の特殊性から、学外における研究者仲聞のネットワークづくり、同和教育研究

の組織化の必要性も同様に指摘をされてきた。国際的な共同研究によって同和

教育に関する日本の経験の発信やそれぞれの研究分野における発信、専門家育

成も急務なこととして提起されている。業績主義や大学改革が加速する今の時

代にこそ、同和教育の視点から大学に対して長年問いかけてきた大学の存在意

義および大学における教育 ・研究の意義を改めて問い直していくことが求めら

れている。
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大 学 と 自 由 権 、 社 会 権

差別事件を契機 とした部落解放運動や学生からの要求 に対 して、大学 当局は、

「大学の 自治」 「教育 ・研究 ・学問の 自由」 「言論 ・出版の 自由」 を理 由に話 し

合いを受け入れないことがあった。推薦入学制度 に特別措置を設 ける要求を行

った際にも、同様 のことが行われている。こ うした大学の主張 に関 しては、「外

部の批判を国家権力の弾圧 ・干渉 と同次元におき、一切の批判か ら外 におろ う

とする、権威主義 と特権の思想」「権力的恣意の対極 にある、被差別民衆か らの

異議 申し立て と権力的統制 を同一視す る錯誤」といった批判が展開されている。

一方
、大学における社会権保障をいかに要求 し実現できたのかできなかった

のか、その検証が求められ る。全入学時代 を迎えた大学は学生の立場性 も多様

にな り、その位置づけにも変化が見 られる。昨年(2009年)末 には、高校授業

料実質無償化の内容も固まった。

1982年 、文部省大学局長 による通知 とともに出された 「地域改善対策高等学

校等進学奨励費事業(大 学)交 付要綱」において、国庫補助の対象 となる奨学

金が給付制か ら貸与制へ変更になった。その後、同和対策通学助成金が1983年

に、高校奨学金が1987年 に貸与制に変更 された。マイ ノリティに対す る奨学金

制度 とともに推薦入学制度 の国際比較研究 は今後の課題であろう。

ここでは、2っ の大学の事例 を紹介 したい。1970年 代前半、神戸市立外国語

大学は、神戸市内の定時制高校 と全 日制実業高校を対象に推,,,入学制度をスタ

ー トさせ 、その後、通信制高校 も追加 された。別枠入学や推薦校の市外へ の拡

大、部落出身者 に対す る推薦枠の拡大な どに関す る高校か らの申し入れに対 し

て、大学側は、「①推薦入学生は英語 の学力が低い、②特定の学生に優先権 を与

えることは入試の機会均等の原則に反する、③入学決定は教授会 自治 に属す る

ことであって高校 の推,,,に重きをお くことは自治権 の一部 を学外にゆず りわた

す こと」を理 由に、制度を1975年 に廃止 した。普通科進学 コースの学生 との問

に英語の学力差が入学時点であることを被差別部落出身の学生が指摘 したこと
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をきっかけに、英語を基礎 か ら考え直す 自主講座 が、英語の教員有志数名にょ

って、課外に始め られていた。推薦入学生の学力保障の運動は、 「「出身」を 自

ら名乗っている学生の声 を受 け止め、答 えていくと同時に、それをあらゆる機

会をとらえて教授会に持 ち込み、広げてい くこと」、 「一人の差別 された者の声

をとりあげることから出発 して、あらゆる差別 された者 の問題へ広 げてい くこ

と」、「勤労学生に学ぶ機会 を保障す ること」として行われ、「現行の極端 な選別

的教育体制のゆがみの中で、差別 され切 り捨 てられていってい る人間の教育に

対 して、大学 と大学教師は どのように責任を負い、学問をする者 の存在 をかけ

て どのよ うに立ち向か うのか」 との教員有志の思いに立っていた。

四国学院大学 ・短期大学は、1995年 度入学生を対象 とした 「特別推薦入学選

考」制度を発足 させた。「①キ リス ト者、②被差別部落出身者 、③被差別少数者、

④身体障害者、⑤課外活動、⑥海外帰国子女のカテ ゴリーに分かれ、それぞれ

5名 程度の定員募集」であった。 アメ リカ合衆国のアファーマティブ ・アクシ

ョンに対 して、その 「恩恵を受けた個人が、大学卒業後 どれ ほど自らの被差別

社会の差別問題解決にむ けて貢献 しているか確認 されていない」 として、同大

学では、「マイ ノリティとしての明確な 自覚 とマイ ノリテ ィが直面する問題解決

への取 り組み姿勢 を要求」 していた とい う。 しか し、 こうしたアファーマティ

ブ ・アクシ ョンに対する差別事件か らみえてきた課題 として、「特別推薦入学選

考制度の意義 ・目的について、教職員 ・学生 を含 めた全学的な合意がなされて

導入 されたのか どうか」、 「受 け入れた学生が、 自己の立場を認識 し、生き生き

と学生生活を送 り、人権諸問題の解決に資す る人材 に育つための諸条件 の整備

が不十分」であったことなどをあげている。

大学において、マイノ リテ ィに対す る形式的平等(機 会の平等)や 、実質的

平等(結 果の平等)を 図るための特別措置が どのよ うに導入 ・運営 され、導入

や運営にあたっていかなる議論が学内外で行われ、いかなる結果をもた らし、

またどういった課題を抱えているのか、国内外の比較が必要である。また、大
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学における自由権保障 と社会権保障をいかに考 えるのか、その意味 と成果や課

題の検証 と議論を行 うことも今後の課題 であろ う。
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